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※ 依頼する時期について
建設技術センターへの品質管理依頼を

行う時期については以下のとおり

①現場着手前(使用資材の監督員承諾前)

②契約変更で追加または新たにゆいくる材
を使用することとなった時

４.依頼書データ＋添付書類の送付
※ ①依頼書のExcelデータ

②手数料の振込領収書の写し
③COBRIS(搬入・搬出)計画書

依頼書の作成【完了】

■■ 路盤材・アスファルト混合物以外のゆいくる材の情報入力 ■■

(4)アスファルト混合物・路盤材以外のゆいくる材を使用する場合についてプルダウンで選択

Ｑ．アスファルト混合物・路盤材以外の認定資材を使用しますか？

■■ 路盤材・アスファルト混合物の情報入力(選択) ■■

(3)工事で使用する路盤材・アスファルト混合物の情報をプルダウン選択
(サンプル送付試験がある場合は試料の送付予定(時期)を｢サンプル送付予定｣欄に入力必須)

※ １つの認定番号に対して複数の資材を認定している場合もあるので、資材名の選択は要注意！

※ 路盤材は同じRC-40・RM-40でも

コンクリート100% の資材と

コンクリート＋副資材(アスファルト混 or 石膏粉混 or ・・・etc)がありますので、

認定証の写し等で必ず確認して下さい．

※ アスファルト混合物について

1)「 粗粒 」or「 密粒 」・・・・・・・・・・・・・混合物種類 の違いに注意！

2)「（20）」or「（13）」・・・・・・・・・・・・・骨材粒径 の違いに注意！

3)「［50］」or「［75］」・・・・・・・・・・・・・突固め回数 の違いに注意！

4)「 溶融スラグ入り 」or「 溶融スラグ無し 」・・・原料 の違いに注意！

１.依頼書への基礎情報の入力・選択
(1)工事名・依頼者情報等の入力

(2)車道舗装面積の選択(無しの場合は｢０㎡｣を選択)

工事で使用するゆいくる材は何資材ですか？(認定番号・認定資材名・資材数の確認)
※ 路盤材・アスファルト混合物以外のゆいくる材についても全て品質管理依頼の対象となります。

認定番号・資材名については、ゆいくる認定資材一覧で確認して下さい。

Ｑ．請負工事額は500万円以上ですか？

ゆいくる材の品質管理依頼
(START)

工事受注及び使用資材の選定(決定)
Ｑ．ゆいくる材を使用しますか？

※ 資材変更について
品質管理報告書の発行後に

資材の変更が生じた場合は

｢ゆいくる材品質管理報告書

資材変更願｣を提出すれば、

変更(差替)報告書を発行

します。(追加手数料無し)

※ サンプル送付試験について
依頼手続き完了後に封印紙を配布

しますので、監督員立会で試料を

採取し、当センターまで送付して

下さい。送付時期が予定よりも遅

れる場合は連絡して下さい。

ゆいくる材品質管理依頼の手続き完了(END)
※ ①紙原本の受付を以て依頼の手続き完了となります

②｢廃棄物流通管理確認｣｢評価基準適合状況確認｣の報告書(書面確認業務)

の発行・発送までは紙原本受付から１週間程度の時間を要しますので、

予めご了承下さい

３.依頼書(エクセル)データの送付・依頼内容の事前確認
(6)作成した依頼書のエクセルデータを沖縄県建設技術センターまでメールで送信して下さい
(7)送信後、技術センターへ電話連絡の上、メール添付した依頼書の内容確認を受けて下さい
※ 依頼書データ送付先 E-mail： yuikuru@okinawa-ctc.or.jp

２.【手数料】欄の入力及び内容確認

(5)路盤材・As混合物・その他の資材数に応じて【手数料】項目の数量欄を入力し、合計金額を確認
※ ｢廃棄物流通確認｣と｢評価基準適合状況確認｣の数量は資材を選択すれば、自動的に表示されます．

※ ｢廃棄物流通管理確認｣は使用する全資材必須

｢評価基準適合状況確認｣は資材ごとに必要・不必要が有り

不必要：アスファルト事前審査認定混合物、JIS認定製品と同等の品質管理を実施している製品

※ ｢不純物混入率試験・再生資源含有率試験｣等の各試験項目はサンプル送付試験を実施する場合のみ計上

メール送信


